
11.｢月極駐車場｣への充電設備設置事業の説明と提出書類－1 
 

－127－ 

１１．「月極駐車場」への充電設備設置事業の 

説明と提出書類 

 

事業名 
マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業 

（基礎充電）（注 1） 

事業内容 月極駐車場（注２）における基礎充電のための充電設備設置事業 

申請できる方 地方公共団体、法人、個人 

補助対象経費 充電設備の購入費および設置工事費 

補助率 

充電設備の購入費 １／２以内 

設置工事費 定額（１／１以内） 

 

注１：「基礎充電」とは、電気自動車等の所有者の自宅や事業所、勤務先など、車両の保

管場所で行う充電をいう。 

注２：「月極駐車場」とは、１か月単位以上で賃貸契約を行う駐車場をいう。 
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１１－１．「月極駐車場への充電設備設置事業」の特有の申請要件 

 

以下の特有の要件については、（１）～（６）を全て満たすことが必要です。 

 

（１）充電設備の利用者は、月極駐車場の契約者であること。 

（２）月極駐車場の賃貸借契約書を提出できること。 

（３）月極駐車場の所有者が使用することを目的とした申請ではないこと。 

（４）設置する充電設備はＯＣＰＰ１.６以降またはＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅに準拠した普

通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること。ただし、通

信を介さずに課金や制御を行う充電設備の設置の場合は、ＯＣＰＰ１．６以降又はＥ

ＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅへの準拠を求めない。 

なお、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドの場合は、ＯＣＰＰ１.６以

降に準拠した制御装置を合わせて設置することでＯＣＰＰ１.６以降に準拠している

とみなす。（注３） 

（５）普通充電設備と充電用コンセントまたは充電用コンセントスタンドの併設は不可とす

る。 

（６）設置する充電設備は、以下の基準を満たすこと。（注４）（注５） 

充電設備の種類 普通充電設備 
充電用コンセント 

充電用コンセントスタンド 

充電口数上限 
充電口数が駐車場収容台数の 

１０％（注６）以下かつ１０口以下 

充電口数が駐車場収容台数以下

かつ２０口以下 

 

注３：「マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業（基礎充電）」

においては、ＯＣＰＰ等への適用方法の申告が必要です。 

詳しくは、「１１-６.ＯＣＰＰ等への適用方法の申告」を参照してください。 

注４：補助金の交付を受けずに設置する充電設備は含まない。 

なお、その場合は実績報告時に補助金を受けずに設置する充電設備を図面等に示す

こと。 

注５：申請時に既に充電設備が設置されており、実績報告において、既設充電設備と補助

金を申請して設置した普通充電設備の合計口数が、申請時の既設充電設備の充電口

数を超え、電気自動車等の駐車利用台数が既設充電設備の充電口数の５０％以上と

なる場合に限り、基準を満たす充電口数を追加で設置を認める。なお、設置可能と

なる充電口数には実績報告時に設置されている既設充電設備の充電口数は含まない。 

ただし、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドの設置については、駐車

場の収容台数を超えての設置は認めない。 

注６：施設内の駐車場収容台数の１０％を算出した際に小数点以下の端数がある場合は、

その端数を切り上げとする。 
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１１－２．特有の提出書類および申告内容 

 

月極駐車場への充電設備設置事業に交付申請する場合は、以下の書類をアップロード

および申告を提出してください。 

 

【申請に必要な書類】 
１１-３：月極駐車場の賃貸借契約書 

 

【申請の内容に応じて求める設置事業計画の申告】 

１１-４：実績報告の充電口数が申請時の既設充電設備の充電口数を超える申請をす

る場合に必要な書類 

１１-５：設置する施設等の説明 

１１-６：ＯＣＰＰ等への適用方法の申告 

 

 

１１－３．月極駐車場の賃貸借契約書 

 

月極駐車場の賃貸借契約書をアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《１か月単位以上の契約》 

・１か月単位以上の契約であること（月額賃料等）の記載 

 

 

１１－４．実績報告の充電口数が申請時の既設充電設備の充電口数を超える申請を

する場合に必要な書類 

 

申請時に既に充電設備があり、実績報告の充電口数が申請時の既設充電設備の充電口数

を超える申請をする場合、当該月極駐車場の契約者が電気自動車を所有していることを

証する以下の書類として、（１）または（２）のいずれかをアップロードし、提出して

ください。 

 

（１）電気自動車等の自動車検査証（車検証） 

既設充電設備の充電口数の５０％以上となる電気自動車等の利用台数分の自動車検査

証（車検証）をアップロードし、提出してください。 

電子化された自動車検査証（車検証）（「以下「電子車検証」という。）の場合で、電

子車検証の券面では確認できない項目がある場合は、「自動車検査記録事項」を併せ

て提出してください。 
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【記載の必須項目】 

《有効期間の満了する日》 

・申請時おいて有効な自動車検査証（車検証）であることの記載 

《型式》 

・電気自動車等の型式の記載 

《所有者》 

・契約者であることの記載（注７） 

《使用者》 

・契約者であることの記載（注８） 

《使用の本拠の位置》 

・申請で入力した設置場所住所の記載 

《燃料の種類》 

・燃料の種類が電気またはガソリン・電気であることの記載 

 

注７：割賦販売およびリース車両（リース期間１年以上）の場合は除く。 

注８：使用者の名義変更がされていない車両での申請は不可となります。 

 

（２）前記（１）の提出ができない場合、電気自動車等の発注を完了したことを証する発注

書を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・電気自動車等の購入先の記載 

《注文日/発注日/契約日》 

・注文/発注/契約済みであることの確認ができる日付の記載 

《車名》 

・電気自動車等（電気自動車、プラグインハイブリット車、燃料電池車）の車名

の記載 

《型式》 

・メーカー指定の車両型式（型番）の記載 

《納車希望日または納車予定日》 

・実績報告期限内に納車（車検証の発行）予定であることの確認ができる日付の

記載 

《使用者名義人名》 

・使用者名義人の住所、氏名の記載 

《捺印または署名》 

・使用者名義人の捺印、署名の記載 

 

なお、発注書を提出した場合は、実績報告までに（１）電気自動車等の自動車検査証

（車検証）の提出が必要です。実績報告までに提出できない場合は、交付決定の取消

となります。 
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１１－５．設置する施設等の説明 

 

オンライン申請システムにて以下の設置する施設等の情報を申告してください。 

 

【申告内容】 

《営業開始予定日》 

・施設が新築の場合、営業を開始する予定日 

《駐車場の収容台数》 

・施設の駐車場の収容台数 

《利用者の選択》 

・１区画の契約者のみが利用可能または駐車場の契約者であれば誰でも利用可能か

を選択 

 

１１－６．ＯＣＰＰ等への適用方法の申告 

 

オンライン申請システムにて以下のＯＣＰＰ等の運用についての情報を申告してくださ

い。 

充電設備の複数基設置を申請する場合は、設置するすべての充電設備について、 

ＯＣＰＰ等への適用方法が同一であることが必要です。 

 

【申告内容】 

《ＯＣＰＰ等への適用方法の選択》 

・ＯＣＰＰ等の運用について以下のＡからＤの選択肢のうち該当する項目の選択 

Ａ：ＯＣＰＰ対応充電設備の設置 

Ｂ：ＯＣＰＰ制御装置と組み合わせたＯＣＰＰ非対応コンセント/コンセントス

タンドの設置 

Ｃ：エコーネットライト対応充電設備の設置 

Ｄ：エッジ化された充電設備の設置 

 

《ＯＣＰＰ制御装置の申告》 

・上記申告において「Ｂ：ＯＣＰＰ制御装置と組み合わせたＯＣＰＰ非対応コンセ

ント/コンセントスタンドの設置」を選択した場合、設置するＯＣＰＰ制御装置

のメーカー名、型式、数量 
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